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―収入階層別の無償労働額と所得分配―
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特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて

１ はじめに

社会生活基本調査は、無償労働の把握のための

重要な基礎資料である。金銭的対価を得ずに行わ

れる無償労働は、対価を得る有償労働と同様に経

済的な価値があると考えられ、国民経済計算

（SNA）でも、無償労働はサテライト勘定の対象

となっている。サテライト勘定は、SNA 本体（中

枢体系）との結びつきを保ちながら、補完的・代

替的な概念の使用等によって、社会的関心をひく

事柄について追加的な情報を提供するものである。

こうしたことから、経済企画庁経済研究所（現

内閣府経済社会総合研究所）国民経済計算部（1997、

1998）で、1981年から1996年までの５年ごと４時

点について、社会生活基本調査に基づく無償労働

の貨幣評価額が推計されている。

しかし、無償労働の貨幣評価額と所得分配との

関連は分析されていない。家事、育児、介護等の

無償労働の便益は家族が受け、当該世帯の生活が

豊かになることから、無償労働は、所得分配に関

する重要な分析課題である。例えば、第３号被保

険者制度に関する専業主婦の年金保険料負担の問

題について、専業主婦の無償労働が実質的に所得

とみなせるから保険料負担力があるのではないか

等の議論がある�a。

そこで、本稿では、浜田（2006）に基づき、よ

り新しい2001年時点を中心に、世帯収入階層別の

無償労働の貨幣評価額、その収入階層間格差等に

ついて述べる。

２ 推計方法

推計対象となる無償労働の範囲は、国民経済計

算部（1997、1998）と同じく、無償労働のうちサ

ービスを提供する主体とそのサービスを享受する

主体が分離可能で、かつ市場でそのサービスが提

供されうる行動（家事、介護、育児等）である。

これは、無償労働によるサービスの提供を第三者

に代わってもらうことができるということから

「第三者基準」と呼ばれ、国際的に用いられてい

る基準である。

また、対象者は15歳以上であるが、世帯収入階

層別の無償労働については、データの制約から夫

・妻、母子・父子世帯等の世帯主のみが対象であ

る。

無償労働の貨幣評価額は、１人当たり無償労働

時間に時間当たり賃金を乗じて１人当たりの額を

求め、これに人口を乗じることにより総額を求め

る。世帯収入階層別の無償労働の貨幣評価につい

ても、同様の方法による。

b 無償労働時間

総務省統計局「社会生活基本調査」の生活時間

１）浜田（2002）では、専業主婦の無償労働額を推計し、自営業

者と同じ定額保険料を課すと無償労働を考慮しても逆進的に

なること等を示し、所得比例保険料が望ましいと述べている。
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調査結果を基礎とし、第三者基準（第三者に代わ

ってもらうことができるもの）に従って、家事、

介護（介護・看護）、育児、買物、社会活動（社会

的活動）を対象とする。

さらに、家事については炊事、掃除、洗濯、縫

物（縫物・編物）、家庭雑事に分割する。この分割

については、2001年は、「社会生活基本調査」で新

たに詳細行動分類による生活時間の調査が行われ

たため、この詳細行動分類調査に基づいて家事時

間を按分する。

c 貨幣評価の方法と適用賃金

無償労働の貨幣評価については、家事等が産み

出すサービスの価値を直接把握し、評価すること

が困難なため、無償労働の時間を賃金で評価する

方法による。従って、どのような賃金を使うかに

よって貨幣評価額は大きく異なることになるが、

国民経済計算部（1997、1998）と同じく、３種類

の賃金を用いる。すなわち、貨幣評価は機会費用

法と代替費用法の２通りを用い、さらに、代替費

用法についてはスペシャリスト・アプローチとジ

ェネラリスト・アプローチの２種類の方法を使用

する。

（ａ）機会費用法（OC 法）

機会費用法は、無償労働を行うために市場に労

働を提供しないことによって失った賃金で評価す

る方法である。

具体的には、厚生労働省「賃金構造基本統計調

査」の企業規模計・産業計・性別・年齢階層別の

所定内給与額を所定内実労働時間数で除して算出

した、性別・年齢階層別の時間当たり賃金による。

ただし、世帯収入階層別の無償労働については、

世帯収入階層ごとの年齢階層別の人数が得られな

いため、性別の時間当たり賃金（2001年で男性2028

円、女性1340円）を用いる。

機会費用法では、無償労働の内容が同じでも、

誰が無償労働を行ったかによって、犠牲になる賃

金（機会費用）が異なるから評価が変わってしま

う。この点は、全体平均ではならされるであろう

が、より細かい内訳階層別の無償労働になるほど

問題となる。

（ｂ）代替費用法

代替費用法は、無償労働によって生産している

サービスと類似のサービスを市場で供給している

者の賃金で評価する方法である。

代替費用法では、類似のサービスを市場で供給

している者との生産性や質の違いが問題である。

この点についても、より細かい内訳階層別の無償

労働になるほど、その間で生産性やサービスの質

が異なるため、問題となる。

・代替費用法スペシャリスト・アプローチ
（RC-S 法）

代替費用法スペシャリスト・アプローチは、無

償労働によるサービスを分類し、分類別に類似の

サービスに従事する専門職種の賃金で評価する。

具体的には、無償労働の行動種類ごとに「賃金

構造基本統計調査」の職種を対応させ、企業規模

計・職種別の所定内給与額を所定内実労働時間数

で除して、無償労働の行動種類別に貨幣評価のた

めの時間当たり賃金を求める。

無償労働の行動種類と「賃金構造基本統計調査」

の職種との対応及びその時間当たり賃金（2001年）

は、炊事－調理士見習：1062円、掃除－ビル清掃

員：998円、洗濯－洗濯工：1133円、縫物－ミシン

縫製工：828円、家庭雑事－用務員：1341円、介

護－看護補助者：1103円、育児－保育士（保母・

保父）：1278円、買物－用務員：1341円、社会活

特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて
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動－対応する産業の賃金の加重平均：1628円とな

っている。社会活動は、適切な対応職種がないた

め、生活関連サービス業、協同組合、社会保険・

社会福祉、政治・経済・文化団体の産業別賃金の

加重平均を用いる。

・代替費用法ジェネラリスト・アプローチ
（RC-G 法）

代替費用法ジェネラリスト・アプローチは、無

償労働をまとめて家事使用人の賃金で評価する。

具体的には、社団法人日本臨床看護家政協会「一

般在宅等勤務者の賃金実態調査」（1995年）の地域

別の家事援助サービスの賃金から全国平均賃金を

算出し、「賃金構造基本統計調査」のサービス業の

賃金伸び率で延長推計する（2001年で920円）。

d 人口

「社会生活基本調査」の人口を総務省統計局「人

口推計月報」のデータで補正している。また、世

帯収入階層別の世帯数は、夫又は妻、母子・父子

世帯等の世帯主の人数とした。

３ 推計結果

b 無償労働の総貨幣評価額

2001年の無償労働の総貨幣評価額を行動種類別

に見ると、図表１のとおり、家事のうちの炊事が

最も多く約３分の１を占め、続いて買物、掃除の

順であり、日常的に誰もが行う必要のある行動種

類が大きくなっている。一方、行う必要がある人

とない人がいる行動種類では、育児は１割程度の

ウェイトを占めるが、介護が占める割合は低い。

また、社会活動が無償労働の中に占める割合も小

さい。なお、RC-S 法では、他の行動種類に比べて

適用賃金の高い育児や買物のウェイトが、OC 法、

RC-G 法に比べて高い一方、家事のウェイトが低

い。

また、図表２は、2001年における１人当たり無

償労働の貨幣評価額の属性別推計結果である。

OC 法、RC-S 法、RC-G 法とも、１人当たり無償

労働額は、無業が有業より多く、有配偶が無配偶

より多い。このうち、後者の差のほうが大きいた

め、有業・有配偶が無業・無配偶よりも１人当た

り無償労働額が多い。また、有配偶と無配偶の差

は、有業より無業においてより大きくなっている。

なお、男女別の１人当たり無償労働額は、OC 法で

図表１ 総無償労働額の行動別内訳（2001年）

無償労働の貨幣評価
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男性432千円、女性1891千円、RC-S 法で男性288千

円、女性1580千円、RC-G 法で男性210千円、女性

1280千円となっている。

c 無償労働の貨幣評価額の世帯収入階層別比較

図表３は、2001年における世帯人員二人以上世

帯についての、１世帯当たり無償労働の行動種類

別貨幣評価額の年間収入階層別推計結果である。

OC 法、RC-S 法、RC-G 法とも、無償労働額は、

概ねどの収入階層でも似た水準になっている。ま

た、社会活動は便益を家族でなく他人が受けてい

るため、当該世帯の生活水準にはかかわらないと

考えられるが、社会活動が無償労働の中に占める

割合は小さいため、これを除く小計で見ても変わ

らない。

無償労働額が収入階層によってあまり変わらな

い点は、行動種類別に見ても同様であるが、育児

については中間の収入階層（年間収入300～999万

円）で多くなっている。また、有業者分と無業者

分の別に見ると、有業者が行う額は収入階層とと

もに高まっており、無業者が行う額は最低階層を

除いて収入階層とともに低くなっている。これは、

高収入階層で相対的に有業者が多く、無業者が少

ないことを反映していると考えられる。

４ 無償労働額の収入階層間格差

b 格差の尺度

無償労働貨幣評価額の収入階層間格差の分布尺

度としては、その収入格差への寄与度が得られる

ように収入格差の尺度が分解可能であること、無

償労働が０の場合についても尺度が定義できなけ

ればならないこと等の観点から、準ジニ係数を用

いる。無償労働額の準ジニ係数にその収入に占め

る構成比を乗じたものが、収入格差に対する寄与

度になるea。

c 行動種類別無償労働額の収入階層間格差

図表４は、図表３に基づき、2001年における世

帯人員二人以上世帯について、準ジニ係数を分布

尺度に用いて、行動種類別無償労働額の収入階層

間格差（分布尺度）、収入格差に対する寄与度等を

計算したものである。3.fのように社会活動は当

該世帯の生活水準にはかかわらないと考えられる

ことから、無償労働額の収入階層間格差等を見る

には、社会活動を除く小計のほうがこれを含む合

計よりも望ましい。ただし、社会活動の構成比は

わずかなため、小計と合計はほぼ変わらない。

図表２ １人当たり無償労働額の属性別比較（2001年）

２）ただし、無償労働の貨幣評価を適切に行うことが難しいこと

等から、無償労働の貨幣評価額は収入の内数ではなく外数と

する。このため、その収入格差への寄与度は、無償労働貨幣

評価額の平均との偏差のみの効果を見ており、無償労働を考

慮しても平均収入が変わらないようになっている。国民経済

計算（SNA）においても、その貨幣評価に適切な市場価格は典

型的には存在しないこと、無償労働のような帰属所得はそれに

よって生産されるサービスに支出されねばならないから支出

対象の選べる金銭的な所得とは同等ではないこと（「1993年改

訂 国民経済計算の体系」6.21）等から、無償労働はSNA本体

（中枢体系）には含まれず、その所得概念から除かれている。

特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて
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貨幣評価の方法による相違を見ると、無償労働

額の収入に占める構成比は、貨幣評価に適用され

る賃金の高さを反映して、OC 法＞ RC-S 法＞

RC-G 法と小さくなっている。一方、分布尺度は、

OC 法が無業者分を中心に RC-S 法、RC-G 法よ

り低い。これは、OC 法では、相対的に低収入階層

に多い男性無業者の無償労働の貨幣評価に適用す

る賃金が高いためである。収入格差に対する無償

労働額の寄与度については、構成比を反映して

RC-S 法より RC-G 法の寄与度の絶対値が小さい

が、OC 法は、構成比の高さと分布尺度の低さが相

殺され、寄与度がRC-S 法より低めになっている。

図表４のように、無償労働額の収入に占める構

成比は３、４割程度とかなりあるものの、その分

布尺度は0.01程度であり、年間収入の分布尺度（格

差）の0.305に比べてごく小さい。行動種類間で比

較すると、家事の寄与度が大きい。一方、育児、

介護、買物の分布尺度、寄与度はマイナスで収入

格差を引き下げる方向に働いている。また、有業

者分と無業者分の別に見ると、無業者が行った分

の分布尺度、寄与度のほうがはるかに小さく、す

べての行動種類でマイナスである。これは、低収

入階層で相対的に無業者が多く、有業者が少ない

ことを反映していると考えられる。

図表４ 年間収入の格差に対する無償労働額の寄与度（準ジニ係数）（2001年、二人以上世帯）

注 無償労働については、夫・妻、母子・父子世帯の世帯主のもののみを計上している。
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これらの点は1996年以前についても同様であり、

無償労働額の分布尺度は0.01程度とわずかで、変

化も小さく、変化の方向も一定ではない。行動種

類別でも、明確な変化の傾向は見られない。

５ おわりに

家事、育児、介護等の無償労働の便益は家族が

受け、当該世帯の生活が豊かになることから、無

償労働は所得分配に関する重要な分析課題である。

浜田（2006）に基づき、2001年時点を中心に、

世帯収入階層別の無償労働の貨幣評価額の推計結

果を見ると、無償労働額は、概ねどの収入階層で

も似た水準になっている。この点は行動種類別に

見ても同様であるが、育児については中間の収入

階層で多くなっている。このため、無償労働額の

収入階層間格差は収入格差に比べてごく小さく、

また、推移を見てもほとんど変化していない。行

動種類別に見ると、収入階層間格差の分布尺度は、

家事がプラス、育児等がマイナスとなっている。

ただし、世帯員の生活水準は世帯の構成によっ

て異なり、例えば世帯人員が多いと世帯所得の高

さほど豊かなわけではないと考えられる。また、

収入階層別のデータに基づく分布尺度は、収入水

準の上昇の影響を受ける。さらに、収入の概念は、

財産所得、社会保障給付、その他の経常移転を含

むが、財産所得の支払、社会保障負担、その他の

経常移転の支払を差し引かないものであるため、

これらが両建てで増えると収入が増えてしまう。

このため、基礎統計の動向も踏まえ、世帯の構

成が世帯員の生活水準に及ぼす影響に配慮した等

価尺度（equivalence scale、等価尺度で世帯所得

を除した等価所得は世帯人員１人当たりの生活水

準を示すと考えられる）を推計、適用することや、

国民経済計算（SNA）に対応する所得階層別等の

分布統計（浜田（2003））と接続し、両建てではな

い第１次所得や可処分所得の概念に基づいて分析

することが今後の課題である。
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